
令和５年８月 1 日発行 
町の鳥：ひばり　町の花：れんげ　町の木：乙女椿

人　口 21,118 人 [745] (＋44 [＋  6])
　男 10,556 人 [295] (＋31 [＋  4])
　女 10,562 人 [450] (＋13 [＋  2])
世帯数 9,526 戸 [351] (＋37 [＋  3])

まちの動き ７月 1 日現在（前月比）
※内、[　] は外国人数
※平成 24 年 7 月 9 日

から人口・世帯数は
外国人住民を含んだ数

c o n t e n t s
02　防災訓練に参加しましょう ほか
04　各種お知らせ（自転車ヘルメットの助成 ほか）
08　まちのわだい
10　各種たより（教育昭和、環境経済通信 ほか）
20　暮らしの情報 / スポ少紹介 / 俳句 ほか
24　わが家のアイドル、みんなの食育 ほか

表 紙
子ども相撲大会（西条一区）
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広報しょうわ
青空と緑と産業のまち

前
に
、
全
力



　

８
月
27
日（
日
）は
、町
内
一
斉
の
昭
和
町
総
合
防
災
訓
練
で
す
。
い
ざ
と
い
う
と
き
、

自
分
と
家
族
の
命
を
守
る
の
は
、
防
災
訓
練
な
ど
日
頃
か
ら
の
備
え
で
す
。
こ
の
訓
練

で
は
、
地
域
住
民
や
自
主
防
災
会
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
地
震
災
害
時
に

お
い
て
速
や
か
な
応
急
対
策
活
動
が
行
え
る
よ
う
、
参
加
者
一
人
ひ
と
り
が
防
災
や
減

災
に
関
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
防
災
訓
練
を
機
に

各
家
庭
に
お
い
て
は
、
家
族
の
安
否
確
認
方
法
や
集
合
場
所
、
非
常
持
出
し
品
の
用
意

な
ど
、
災
害
時
に
注
意
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

地　区　名 訓 練 場 所

西 条 一 区 西条一区公会堂（若宮神社）

西 条 二 区 西条二区第1公会堂（義清神社）

清水新居区 清水新居区ふれあい広場（公民館）

西条新田区 西条新田区公会堂

押 越 区 押越区第一公会堂ほか

河東中島区 河東中島区第一公会堂（熊野神社）

紙漉阿原区 紙漉阿原区公会堂

築地新居区 築地新居区公会堂

飯 喰 区 飯喰区公会堂

河 西 区 河西区公会堂（諏訪神社）

上 河 東 区 上河東区公会堂（熊野神社）

上河東二区 上河東二区集会所前広場

各区防災訓練会場 問
い
合
わ
せ　
企
画
財
政
課　
危
機
管
理
係
（
☎
２
７
５
‐
８
１
５
４
）

防
災
訓
練
に

参
加
し
ま
し
ょ
う！

　

8
月
27
日（
日
）の
朝
、町
防
災
行
政
無

線
で
緊
急
地
震
速
報
を
放
送
し
ま
す
。

▼
防
災
訓
練
の
流
れ

午
前
８
時
40
分
頃

　

区
か
ら
避
難
呼
び
か
け
を
放
送

　
（
お
住
ま
い
の
地
区
の
避
難
訓
練

　
　

会
場
へ
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
）

３
午
前
８
時
31
分
頃

　
各
家
庭
で
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練

　

を
実
施 （
約
１
分
間
）

２
午
前
８
時
30
分
頃

　
町
か
ら
緊
急
地
震
速
報（
訓
練
放

送
）を
放
送

１
午
前
９
時
30
分
頃

　

各
区
か
ら
町
へ
被
害
発
生
状
況
・

　

避
難
人
員
の
報
告

４
午
前
10
時
頃

　

各
区
の
自
主
防
災
会
に
よ
る

　
　
　
　
　

防
災
訓
練
を
実
施

５
終
了
次
第
解
散

６

　

地
震
、
風
水
害
、
雪
害
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
、

ま
た
は
発
生
す
る
恐
れ
の
あ
る
場
合
に
被
害
を
防
止
・

軽
減
し
、
ま
た
は
予
防
す
る
た
め
、
住
民
が
自
発
的

に
結
成
し
、
運
営
す
る
組
織
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

本
町
に
お
い
て
は
、
行
政
区
を
単
位
と
し
て
町
民
で

結
成
さ
れ
て
い
る
一
番
身
近
な
防
災
組
織
で
す
。

▼
自
主
防
災
会
と
は

　

シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
と
は
、
地
震
の
際
の
安
全
確
保

行
動
で
す
。

 

①
ま
ず
姿
勢
を
低
く

 

②
頭
を
守
り

 

③
そ
の
場
を
動
か
な
い

と
い
う
簡
単
な
３
つ
の
行
動
で

地
震
の
揺
れ
か
ら
身
の
安
全
を

確
保
す
る
も
の
で
す
。
い
ざ
と

い
う
時
に
と
っ
さ
に
動
け
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
日
頃
か

ら
の
訓
練
が
大
切
で
す
。

　

８
月
27
日
（
日
）
午
前
８
時

30
分
に
、
町
の
防
災
無
線
で

『
緊
急
地
震
速
報（
訓
練
放
送
）』

の
放
送
を
し
ま
す
の
で
、
各
ご

家
庭
で
１
分
間
の
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
を
実
施
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。

▼
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
を
し
ま
し
ょ
う

１ ２ ３

提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

➡➡➡➡

火を使っているときは、揺れが
おさまってから、あわてずに火
の始末をする。
出火していると
き は 消 火 す る。
ただし無理はせ
ず、119 番通報
や周囲に助けを
求める。

屋内では、転倒や落下した家具類、
割れたガラスの破
片 な ど に 注 意 す
る。
瓦、窓ガラス、看
板 な ど が 落 ち て
くる危険があるの
で外に飛び出さな
い。

揺れがおさまっ
たのを確認して
から、ドアや窓
を開けて、 必要
に応じて避難が
できるように出口を確保する。

屋外で大きな揺れ
を感じたら、倒壊
のおそれのあるブ
ロ ッ ク 塀、 電 柱、
看板、自動販売機、
橋などには近寄らない。

　災害は突然発生します。外出
先で交通機関がストップしたり、
ライフラインが止まって復旧が
遅れたりすることもあります。

「自分にとって、わが家にとって」
災害時に必要
な 物 を 整 理
し、いざとい
うときに備え
ましょう。

　災害の危険が迫って自宅から
避難する際に緊急的に持ち出す
非常持出品。避難所で 1 〜 2 泊
できるくらいの水・食料などを
準備しましょう。
非常持出袋など
に ま と め、 す ぐ
に持ち出せる場
所に用意してお
きましょう。

　大規模災害発生時は、道路の
損壊などで救援物資が届くのに
時間がかかります。東日本大震
災の教訓を踏まえると、水や食
料などの備蓄
品は、できれ
ば 1 週間分以
上は備蓄して
おきましょう。

地震発生 ! まずは身の安全の確保

　

近
年
、
大
雨
な
ど
に
よ
る
自
然
災

害
が
全
国
各
地
で
頻
発
し
て
い
ま
す
。

台
風
や
大
雨
は
、
事
前
に
発
生
状
況

や
規
模
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な

た
め
、
被
害
を
少
し
で
も
抑
え
る
た

め
に
正
確
な
情
報
を
入
手
し
、
自
身

や
家
族
の
安
全
を
守
る
に
は
ど
の
よ

う
な
行
動
を
と
る
べ
き
か
考
え
ま

し
ょ
う
。

◆
防
災
気
象
情
報
な
ど
の

　
発
表
の
流
れ
を
知
っ
て
お
こ
う

　

気
象
庁
の
防
災
気
象
情
報
は
、
平

常
時
か
ら
災
害
発
生
の
危
険
度
が
高

ま
る
に
つ
れ
て
、
各
種
情
報
が
発
表

さ
れ
ま
す
。
気
象
庁
か
ら
「
記
録
的

短
時
間
大
雨
情
報
」
が
発
表
さ
れ
る

ほ
ど
の
雨
が
降
る
と
、
浸
水
被
害
な

ど
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

町
の
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や
防
災

気
象
情
報
を
活
用
し
て
早
め
の
避
難

準
備
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

水
害
に
備
え
る

●
緊
急
地
震
速
報
や
、
大
き
な

揺
れ
が
あ
っ
た
と
き
は
、
ま
ず

は
身
の
安
全
を
最
優
先
に
行

動
す
る
。

●
丈
夫
な
テ
ー
ブ
ル
の
下
や
、

物
が
「
落
ち
て
こ
な
い
」「
倒

れ
て
こ
な
い
」「
移
動
し
て
こ

な
い
」
空
間
に
身
を
寄
せ
、

揺
れ
が
お
さ
ま
る
ま
で
様
子

を
見
る
。

●
高
層
階
で
は
、
揺
れ
が
数
分

間
続
く
こ
と
が
あ
る
。

●
大
き
く
ゆ
っ
く
り
と
し
た
揺
れ

で
、
家
具
類
が
転
倒
や
落
下
、

ま
た
大
き
く
移
動
す
る
危
険

が
あ
る
。

警戒レベルと避難に関する情報
警戒レベル 状　況 行動を促す情報 住民がとるべき行動

５ 災害発生
または切迫

　緊急安全確保※１

（町が発令）

 命の危険　直ちに安全確保！
●水害：浸水しないような少しでも高い場所へ移動など。
※居室が浸水するおそれがある場合は近隣に高い建物などがあればその上

階に避難する。
＜ 警戒レベル４までに必ず避難！＞

４ 災害の
おそれ高い

避難指示
（町が発令）

 危険な場所から全員避難
●水害：浸水しない高い場所へ移動など。
※自宅で安全確保できると自ら判断する場合は垂直移動・退避も選択可能。

３ 災害の
おそれあり

高齢者等避難
（町が発令）

 危険な場所から高齢者等は避難
※避難に時間のかかる障がいのある人やその支援者も避難する。

２ 気象状況悪化 注意報（大雨・洪水など）
（気象庁）  自らの避難行動を確認する。

１ 今後気象状況悪化
のおそれ

早期注意情報
（気象庁）  災害への心構えを高める。

危険度

※１：緊急安全確保は、市区町村が災害発生をリアルタイムで把握するのは困難なため、発令できない場合もあります。

高

低

問い合わせ
企画財政課 危機管理係（☎２７５－８１５４）

◆
２
階
以
上
へ
垂
直
避
難
！

　

昭
和
町
は
釜
無
工
業
団
地
の
一
部

の
地
域
を
除
き
、
洪
水
の
水
深
は
最

大
で
も
3
メ
ー
ト
ル
未
満
で
、
そ
の

地
域
以
外
は
家
屋
の
倒
壊
の
危
険
も

低
い
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
2
階

以
上
に
お
住
ま
い
の
方
は
2
階
以
上

へ
、
1
階
建
て
の
場
合
は
、
近
所
の

2
階
建
て
以
上
の
建
物
ま
た
は
避
難

所
へ
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

　

大
き
な
地
震
が
発
生
し
た
際
、

一
瞬
の
判
断
が
生
死
を
分
け
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
い
ざ
と
い
う
と

き
に
「
あ
わ
て
ず
落
ち
着
い
て
」

行
動
す
る
た
め
に
、
基
本
的
な
行

動
パ
タ
ー
ン
を
覚
え
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

地
震
に
備
え
る

家庭で自活するためにも、 
水、食料とも１週間分以上の備蓄をお願いします。

飲料水
１日３リットル×７日

＝21リットル

ボンベ１本で、
1.5リットルの
お湯が約10回
つくれます。

最低限備える 2 〜 3 日分備える 1 週間分以上備える

「災害時の必需品」
を検討する

「非常持出品」
を手近に備える

数日間は 「備蓄品」
で乗り切る

！

「地震直後」の行動非常持出品・備蓄品を準備しよう

火元の確認と初期消火 あわてた行動はケガのもと

出口を確保する 危険箇所に近寄らない

食料
３食×７日=21食

カセットコンロ・カセットボンベ
あたたかい食事を調理するため備蓄
しておくとよいでしょう。

１週間分の目安（１人分）
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特定小型原動機付自転車ナンバープレート交付について特定小型原動機付自転車ナンバープレート交付について
令和５年７月１日より、道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32条）のうち、特定小型原動機付自転車令和５年７月１日より、道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32条）のうち、特定小型原動機付自転車
（いわゆる電動キックボード等）の交通方法等に関する規定が施行されました。これに伴い、特定小型原動機付自転車（いわゆる電動キックボード等）の交通方法等に関する規定が施行されました。これに伴い、特定小型原動機付自転車
用のナンバープレートの交付を開始します。費用は無料です。軽自動車税(種別割)年税額は2,000円です。毎年4月1日用のナンバープレートの交付を開始します。費用は無料です。軽自動車税(種別割)年税額は2,000円です。毎年4月1日
に所有している方に課税となります。に所有している方に課税となります。

▶ナンバープレート交付の手続き　下記書類を持って税務課窓口にて申請してください。
　【持ち物】・販売証明書 又は 譲渡証明書　　　・特定小型原動機付自転車に該当する事が確認できる書類
　　　　　　・運転免許証などの身分証明書

 従来のナンバープレートを交付されている方は、小型ナンバープレートへ交換します。
 標識番号（ナンバー）は変更となります。
　【持ち物】・現在お持ちのナンバープレート
　　　　　　・特定小型原動機付自転車に該当する事が確認できる書類
　　　　　　・運転免許証などの身分証明書　　　・標識交付証明書
　　　　　　※譲渡や廃棄をする場合は、ナンバープレートと身分証明書をお持ちのうえ、
　　　　　　　税務課で手続きをしてください。

特定小型原動機付自転車とは、次の基準をすべて満たすものをいいます。特定小型原動機付自転車とは、次の基準をすべて満たすものをいいます。
　　●長さ1.90メートル以下、幅0.6メートル以下であること　　●長さ1.90メートル以下、幅0.6メートル以下であること
　　　　●原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること●原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
　　●最高速度が20キロメートル毎時以下であること　　●最高速度が20キロメートル毎時以下であること
　　●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと　　●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
　　●オートマチック・トランスミッション(AT)であること　　●オートマチック・トランスミッション(AT)であること
　　●最高速度表示灯（灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの）が備えられていること　　●最高速度表示灯（灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの）が備えられていること

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、その車両区分（一般原動機付自転車又は自動車）にこれらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、その車両区分（一般原動機付自転車又は自動車）に
応じた交通ルールが適用されます。これらの基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。応じた交通ルールが適用されます。これらの基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。
その他、16才未満の者の運転の禁止。保安基準への適合等として①車両が道路運送車両の保安基準に適合し、②自賠責保険その他、16才未満の者の運転の禁止。保安基準への適合等として①車両が道路運送車両の保安基準に適合し、②自賠責保険

（共済）に加入し、③ナンバープレートを取り付けなければなりません。（共済）に加入し、③ナンバープレートを取り付けなければなりません。

問い合わせ・ナンバー交付　税務課（☎275－8265）問い合わせ・ナンバー交付　税務課（☎275－8265）

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

（１）住民税非課税世帯 
基準日（令和５年６月１日）において、昭和町に住民登録があり、
世帯全員の令和５年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

（２）住民税所得割非課税世帯（均等割のみ課税世帯）
基準日（令和５年６月１日）において、昭和町に住民登録があり、
世帯全員の令和５年度分の住民税所得割が非課税である世帯。

▶支給対象世帯 ▶支給対象世帯 

対象世帯の世帯主の方宛てに「支給要件確認書」を郵送します。
内容を確認し、必要事項を記入の上、返信してください。

▶▶支給額支給額　　１世帯当たり３万円　　１世帯当たり３万円

▶手続き方法▶手続き方法

▶▶返送期限返送期限　　令和５年令和５年1111月月3030日（日（木木）） 問い合わせ　福祉介護課 長寿社会係（☎２７５－８７８４）問い合わせ　福祉介護課 長寿社会係（☎２７５－８７８４）

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）
に対して、１世帯当たり３万円を支給します。

 【郵送の目安】
 （１）住民税非課税世帯の方への郵送は８月上旬
 （２）住民税所得割非課税世帯への郵送は９月上旬

⑴⑵ともに、令和５年度分の住民税所得割が課税
されている者の扶養親族等のみからなる世帯［ 親

（課税）に扶養されている大学生（非課税）の単
身世帯や、子（課税）に扶養されている両親の世帯

（非課税）等 ］は対象となりません。

「支給要件確認書」は、基準日時点の課税情報に基づき、対象と思われる世帯の方へ送付しております。
世帯員の中に、未申告者等課税状況の確認ができない方がいる場合は、送付されません。
支給対象であるにもかかわらず、「支給要件確認書」が届かない方はお問い合わせください。

令和5年4月1日から、道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
昭和町では町内在住者を対象に自転車用ヘルメット着用を促進するため、ヘルメット購入費用の一部を補助します。

▶対象者（下記①②の要件を満たす方）
　 ① 町内在住の方（ヘルメット購入時において昭和町内に住所を有する方）
　 ② 町税の滞納がないこと（未成年者については保護者が町税を滞納していないこと）

▶補助金額　 上限額 2,000円
　※購入金額が2,000円以下の場合は、100円未満端数切捨
　※1人1個かつ1回限りの補助
　※令和５年１月１日以降に購入した自転車用ヘルメットに限ります。

▶手続き方法（下記①②の書類を揃えて企画財政課窓口にて申請してください）
　① 昭和町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書
　② 領収書など、ヘルメットの購入を証明できる書類
　※①の申請書は企画財政課窓口にて配布または町ホームページから
　　ダウンロードすることができます。

▶対象となるヘルメット
　　① 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証した「SGマーク」
　　② 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証した「JCFマーク」
　　③ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証した「CEマーク」
　　④ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証した「GSマーク」
　　⑤ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証した「CPSCマーク」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など、安全基準を満たしていること

昭和町では、抗がん剤や放射線治療の影響による脱毛や手術による乳房切除など、外見の変化により社会参加への不安を昭和町では、抗がん剤や放射線治療の影響による脱毛や手術による乳房切除など、外見の変化により社会参加への不安を
持つがん患者の方に、ウィッグ等の補正具の購入費用を助成します。持つがん患者の方に、ウィッグ等の補正具の購入費用を助成します。

▶対象補正具▶対象補正具
　　①①ウィッグウィッグ
　　　　⇒部分用も可。皮膚保護ネット、帽子、毛付帽子、⇒部分用も可。皮膚保護ネット、帽子、毛付帽子、
　　　　　エクステ含む。　エクステ含む。
　　②②乳房補正具乳房補正具
　　　　⇒補整下着（補整パッド含む）か装着できる人工乳房⇒補整下着（補整パッド含む）か装着できる人工乳房
　　　　　※上記①、②それぞれ１人１回のみ申請可　※上記①、②それぞれ１人１回のみ申請可

▶助成の金額▶助成の金額（上限額）（上限額）
　　①①ウィッグウィッグ …… ２万円２万円
　　②②乳房補正具乳房補正具
　　　　補正下着補正下着 …… ２万円　　人工乳房２万円　　人工乳房 …… 10万円（片側）10万円（片側）
　　　　※上記①、②ともそれぞれ複数個可※上記①、②ともそれぞれ複数個可

問い合わせ・申請先　いきいき健康課（☎275-8785）問い合わせ・申請先　いきいき健康課（☎275-8785）

がん患者医療用補正具購入費助成支援事業を開始しますがん患者医療用補正具購入費助成支援事業を開始します

▶申請書類▶申請書類
　①昭和町がん医療用補正具購入費助成申請書
　②がん治療を証明する書類いずれか
　　例）治療方針計画書、診療明細書、手術・治療同意書、
　　　　診断書、お薬手帳
　③補正具を購入した領収書及び、納品書又は明細書（原本）
　　（対象者名、商品名、単価、個数の記載があるもの）
　④振込口座の通帳の写し
　　（口座番号、口座名義の分かる箇所）
　⑤窓口に来た方の本人確認書類

▶手続き方法▶手続き方法
　上記申請書類を揃えていきいき健康課窓口にて申請してく　上記申請書類を揃えていきいき健康課窓口にて申請してく
　ださい。後日、助成確定後、決定通知書を送付します。　ださい。後日、助成確定後、決定通知書を送付します。

▶対象者▶対象者（下記のすべての要件を満たす（下記のすべての要件を満たす方方））
　〇がんと診断され、医療機関において治療を受けている方、または受けた方　〇がんと診断され、医療機関において治療を受けている方、または受けた方
　〇　〇下記対象補正具を購入した日、かつ助成金の交付申請日時点で１年以上昭和町に住民票がある方下記対象補正具を購入した日、かつ助成金の交付申請日時点で１年以上昭和町に住民票がある方
　〇町税金等を滞納していない方（対象者と住民基本台帳の世帯全員を含む）　〇町税金等を滞納していない方（対象者と住民基本台帳の世帯全員を含む）
　　※令和5年4月1日以降の購入が対象です。　　※令和5年4月1日以降の購入が対象です。

自転車用ヘルメット購入費用を補助します

問い合わせ・申請先　企画財政課 行政係（☎275-8154）問い合わせ・申請先　企画財政課 行政係（☎275-8154）
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甲府市・韮崎市・南アルプス市・甲斐市・笛吹市・北杜市・山梨市・甲州市・中央市・昭和町で構成する「やまなし県央
連携中枢都市圏」が広く知れ渡り、親しまれ、一体感が生まれるような愛称を募集します。

▶募集期間
令和５年8月３１日（木）まで

▶愛称の基準・条件
①圏域の特徴がイメージできるもの
②親しみやすく覚えやすいもの（よみがなにして１０文字程度）
③他の名称や商標などに類似していないもの
④自作で未発表のもの

▶応募方法
甲府市のホームページでご応募いただけるほか、はがき又は応募用紙に①愛称（よみがな）、②愛称に込めた
想いや意味合い、③住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号を記載のうえ、応募箱（設置場所名）へ投函又は甲府
市役所自治体連携課へ郵送してください。
　郵送先　〒400-8585　甲府市丸の内1-18-1　甲府市役所 自治体連携課 「愛称募集係」

▶記念品
採用された方にはクオカード3万円分と圏域の特産品（1万円相当）を贈呈します。また、応募者の中から抽選で
10名の方に圏域の特産品を贈呈します。

令和5年度入札参加資格中間審査（令和6年度分）を実施します令和5年度入札参加資格中間審査（令和6年度分）を実施します

「やまなし県央連携中枢都市圏」の愛称を募集します「やまなし県央連携中枢都市圏」の愛称を募集します

昭和町の入札参加資格審査は、山梨県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）において共同処理していますが、次により、令和6年度分昭和町の入札参加資格審査は、山梨県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）において共同処理していますが、次により、令和6年度分
の資格審査を行いますので、資格の取得を希望される場合は、電子申請受付期間内に必ず申請し、申請書類提出期間に必ず関係書類をの資格審査を行いますので、資格の取得を希望される場合は、電子申請受付期間内に必ず申請し、申請書類提出期間に必ず関係書類を
提出（郵送等）してください。申請を行わず資格を取得できなかった場合は、1年後に予定する令和6年度定期審査（令和7・8年度分）まで提出（郵送等）してください。申請を行わず資格を取得できなかった場合は、1年後に予定する令和6年度定期審査（令和7・8年度分）まで
資格を取得することができませんのでご留意ください。資格を取得することができませんのでご留意ください。

定期審査実施内容公開 ： 定期審査実施内容公開 ： 令和5年9月1日(金)　※組合ホームページに掲載します。令和5年9月1日(金)　※組合ホームページに掲載します。
申請期間 ： 申請期間 ： 令和5年10月2日（月）～10月26日(木)令和5年10月2日（月）～10月26日(木)
申請書類提出期間 ： 申請書類提出期間 ： 令和5年10月30日（月）～11月22日（水）令和5年10月30日（月）～11月22日（水）
審査対象職種 ： 【審査対象職種 ： 【建設工事】【測量・建設コンサルタント等業務】【物品製造・役務提供等】建設工事】【測量・建設コンサルタント等業務】【物品製造・役務提供等】
申請受付内容 ： 申請受付内容 ： 【新規申請】（入札参加資格を有していない事業者の新規資格取得）【新規申請】（入札参加資格を有していない事業者の新規資格取得）
　　　　　 　  【業種追加】（入札参加資格を有する事業者の業種追加）　　　　　 　  【業種追加】（入札参加資格を有する事業者の業種追加）
　　　　　 　  【団体追加】（入札参加資格を有する事業者の市町村等団体追加）　　　　　 　  【団体追加】（入札参加資格を有する事業者の市町村等団体追加）

※申請及び申請書類提出の期間が異なります。
※期間外は、申請及び申請書類提出を受け付けることができません。
※ 令和4年度定期審査（令和5・6年度分）で資格を有し、登録業種・登録市町村等団体を追加する必要がない事業者は、令和6年度ま

で資格が有効のため申請する必要はありません。
※ 事業者説明会の開催はありませんので、9月1日（金）に組合ホームページに公開される申請の手引等をご確認いただき、10月2日
（月）からの申請に向けて準備してください。

※ 職種【建設工事】の【新規申請】・【業種追加】において、審査基準日が、令和4年4月1日～令和5年3月31日の間の経営規模等評価
結果通知書（経審）の提出が必須となっています。申請期間に間に合うよう経審の取得（更新）をお願いします。

※ 申請書類のハガキによる受領証明及び電話での受領確認への対応は行いません。申請書類が受領されたことを確認したい場合
は、書留・追跡サービス・配達証明等を利用して提出してください。

※ 入札参加資格に係る書類作成や申請については、行政書士に依頼することができます。詳細は、山梨県行政書士会（☎237-2601）
にお問い合わせください。

留意点留意点

▼ 組合ホームページ
https://www.ysc-yamanashi.or.jp
※ インターネット環境をお持ちでない方は、
　組合までお問い合わせください。

【問い合わせ】
山梨県市町村総合事務組合（☎268-3446）
甲府市蓬沢1-15-35　山梨県自治会館２Ｆ

問い合わせ　甲府市役所自治体連携課（☎２３７－５３２１）
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▶町長と語らいのとき
● お問い合わせください。

（総務課 ☎275-8153）
▶行政相談（※）

日時：８月16日（水）
午後1時～３時

場所：役場別棟2階 会議室(南)
（企画財政課 ☎275-8154）

▶教育相談（※）＊正午～午後１時を除く

日時：祝日を除く火・水・木の
午前9時～午後4時＊ 

場所：中央公民館2階 相談室
（町青少年育成カウンセラー

☎275-6951）
▶総合相談

● お問い合わせください。
（昭和町社会福祉協議会

☎275-0640）
▶結婚相談（完全予約制）

日時：８月５日（土）・26日（土）
午後１時30分～４時

場所：総合会館2階
昭和町結婚相談所

（昭和町結婚相談所
☎275-1881）

▶障がい者相談支援センター
　　　　「 穂のか」出張相談
　日時：８月25日（金）
　　　　午前９時～正午
　場所：総合会館1階

（福祉介護課 ☎275-8784）
※印の相談は事前連絡不要です。

直接会場にお越しください。

▶ボカシつくり会
日時：８月21日（月）

午後1時～
場所：総合会館裏

（環境経済課 ☎275-8355）

▶町へのご意見箱（ひとりの声）
ご意見など、町政についてお気
付きのことをお寄せください。

◦ホームページ
https://www.town.showa.
yamanashi.jp/site/chocho/
5151.html

◦郵送
〒409-3880 昭和町押越542-2

　　昭和町役場 総務課  宛

お知らせ

相 談 日

ご意見

まちのわだい
T O W N  T O P I C S

町の「地域情報」を紹介するコーナーです。あなたの身近な話題お待ちしています。
企画財政課 広報担当（☎275-8154） kikaku@town.yamanashi-showa.lg.jp

暑 い 熱 い 戦 い
西 条 一 区　 子 ど も 相 撲 大 会

　７月８日（土）、西条一区祇園祭の子ども相撲大会が
４年ぶりに開催されました。かつて相撲が途絶え疫病が
人々を苦しめた時、相撲を復興すると疫病が治まったと
いういわれのあるこの大会。以来、代々地域で守り伝え
てきたといいます。男の子も女の子も元気いっぱいに相
撲を取り合い、周りから大きな歓声が上がっていました。
　夏の暑さも病も吹き飛ばすような相撲大会でした。

　６月21日（水）、押原小学校で「人権の花」運動が行われまし
た。子どもたちが協力して花の植栽を行うことで命の大切さや
相手への思いやりなどの人権尊重思想を育み、豊かな人権感覚
を身に付けてもらうことがねらいです。
　人権擁護委員の皆さんから花の苗を贈られ、みんなで校舎
前のプランターに植え付けました。また、子どもたちが家族と 
一緒に考えた人権メッセージと花の種を付けた180個のバル
ーンを、校長先生の合図とともに一斉に空に飛ばしました。

思いやりの輪を広げよう
人 権 の 花 運 動・ バ ル ー ン リ リ ー ス

　７月２日（日）、杉浦醫院で第１回地方病を語る会が開
催されました。講師に坂田 文一さん（昭和町）、井上 弘さ
ん（中央市）をお招きし、地方病体験談をお話しいただき
ました。杉浦醫院に治療のため通ったことや、地方病に苦
しんだ自身や身近な人の当時の様子等を語られました。
　紙の資料だけでは想像が難しいような、当時の生の体
験を共有することができた貴重な時間となりました。

語り継ぐ地方病の記憶
地 方 病 を 語 る 会

　６月の定例議会において、固定資産評価審
査委員に、保

ほ さ か
坂 武

たけひこ
彦 氏（河東中島）が再任

されました。任期は、令和５年７月１日から
令和８年６月 30 日までの３年間となります。
　固定資産評価審査委員会は、中立公平な立
場で、固定資産税の価格に関する不服に対し
て審査決定を行います。

固定資産評価審査委員会委員を選任しました

　

身
近
な
生
活
小
物
に
絵
の
具
で
お
花
や

果
物
、動
物
な
ど
の
絵
を
描
い
て
、暮
ら
し
に

彩
を
添
え
ま
せ
ん
か
。お
手
本
を
参
考
に
、

先
生
と
一
緒
に
筆
遣
い
の
テ
ク
ニッ
ク
を
学
び

な
が
ら
夏
に
ぴ
っ
た
り
の
ペ
ア
グ
ラ
ス（
２
個

作
り
ま
す
）に
お
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

　

ご
自
身
で
使
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、プ
レ
ゼ
ン

ト
に
も
。初
め
て
の
方
で
も
大
丈
夫
で
す
。

　

絵
の
具
や
筆
は
、教
室
で
用
意
い
た
し
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日　
　
時　
　

８
月
10
日（
木
）　

午
前
10
時
15
分
～
正
午

場　
　
所　
　

押
原
公
園
管
理
棟

定　
　
員　
　

15
名
程
度　

※
先
着
順

申
込
締
切　
　

８
月
７
日（
月
）

参　
加　
料　
　

１
０
０
０
円（
材
料
費
…
グ
ラ
ス
２
個
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課（
☎
２
７
５
‐
８
６
４
１
）

ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
で

涼
し
げ
な
グ
ラ
ス
に

　
絵
を
描
い
て
み
ま
せ
ん
か
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学
し
、
そ
の
場
で
し
か
で
き
な
い
体

験
を
通
し
て
山
梨
県
の
魅
力
を
再
発

見
で
き
ま
し
た
。
今
回
学
ん
だ
こ
と

を
修
学
旅

行
に
繋
げ

て
い
き
た

い
で
す
。

　

１
年
生
の
宿
泊
学
習
で
は
、
一
日

目
に
入
笠
山
登
山
を
行
い
、
夜
は

キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
を
し
ま
し

た
。
入
笠
山
山
頂
の
素
晴
ら
し
い
景

色
の
中
食
べ
た
お
弁
当
は
格
別
で
し

た
。
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
で
の
各

ク
ラ
ス
の
ス
タ
ン
ツ
は
、
ク
ラ
ス
の

団
結
を
感
じ
ま
し
た
。
二
日
目
は
牧

場
体
験
を
行
い
ま
し
た
。
食
に
つ
い

て
、
命
に
つ
い
て

深
く
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
宿
泊

学
習
で
の
一
つ
一

つ
の
活
動
が
特
別

な
体
験
と
な
り
、

自
己
成
長
に
つ
な

げ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

中
学
校
の
行
事
に
は
目
的
や
意
義

が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
れ
ぞ
れ
の

学
年
で
、
め
あ
て
、
目
的
を
意
識
し

て
活
動
で
き
ま
し
た
。

昭和町教育委員会（☎ 275-3737)

まな

はぐく

おし

NO.291　 令和 5 年 8 月号

押
原
小
学
校

◎
５
月
定
例
教
育
委
員
会
の
審
議

内
容（
６
月
承
認
の
概
要
）は
次

の
と
お
り
で
す
。

教
育
長
報
告
事
項 

•
5
月
定
例
４
校
会
教
育
長
報
告
に

つい
て

•
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
５
類

移
行
と
今
後
の
学
校
及
び
生
涯
学

習
、ス
ポ
ー
ツ
等
の
行
事
に
つい
て

•
コ
ロ
ナ
禍
の
児
童
生
徒
及
び
家
庭

の
実
態
把
握
に
つい
て（
ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
含
む
）

•
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
「
に
じ
い
ろ
教

室
」に
つい
て

•
今
後
の
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と

地
域
学
校
協
働
本
部
体
制
に
つい
て

•
教
員
の
働
き
方
改
革「
定
時
退
勤

日
設
定
」の
取
り
組
み
に
つい
て

•
押
原
中
学
校
増
築
工
事
に
つい
て

•
特
色
あ
る「
昭
和
教
育
」の
推
進
に

お
け
る
重
点
校
指
定
に
つい
て

•
ほ
た
る
學
舎
に
つい
て

•
関
東
甲
信
越
静
市
町
村
教
育
委

員
会
連
合
会
総
会
お
よ
び
研
修
会

に
つい
て 

他

生
涯
学
習
課
報
告
連
絡
事
項

学
校
教
育
課
報
告
連
絡
事
項

•
６
月
定
例
議
会
、補
正
予
算
に
つ
い
て

•
事
業
報
告
と
今
後
の
行
事
予
定
に
つ

い
て 

他
教
育
委
員
会

　

３
年
生
の
修
学
旅
行
は
、
一
日
目

は
奈
良
、
二
日
目
は
京
都
市
内
を
タ

ク
シ
ー
見
学
、
三
日
目
は
ク
ラ
ス
ご

と
見
学
・
散
策
と
い
っ
た
日
程
で
行

わ
れ
ま
し
た
。
二
日
目
の
タ
ク
シ
ー

見
学
で
は
、
事
前
学
習
で
グ
ル
ー

プ
ご
と
見
学
し
た
い
場
所
を
調
べ
、

コ
ー
ス
を
決
め
ま
し
た
。
当
日
は
、

タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん
か
ら
の
説

明
も
あ
り
、
事
前
に
調
べ
た
内
容
が

よ
り
深
ま
り
ま
し
た
。
修
学
旅
行
で

新
し
い
場
所
や
文
化
を
体
験
す
る
こ

と
で
視
野
が
広
が

り
、
ま
た
、
仲
間

と
の
思
い
出
が
増

え
る
こ
と
で
友
情

の
絆
も
深
ま
り
、

成
長
で
き
ま
し

た
。

　

２
年
生
の
ふ
る
さ
と
探
訪
で
は
、

テ
ー
マ
ご
と
に
６
コ
ー
ス
に
別
れ
、

山
梨
県
内
を
巡
り
ま
し
た
。
生
徒
た

ち
は
、
事
前
学
習
で
、
山
梨
の
自
然

や
文
化
、産
業
な
ど
を
調
べ
ま
し
た
。

普
段
暮
ら
し
て
い
る
山
梨
県
の
こ
と

を
調
べ
、
実
際
に
調
べ
た
場
所
を
見

　

６
月
８
日
に
、
本
年
度
第
一
回
の

「
学
校
運
営
協
議
会
」を
行
い
ま
し
た
。

押
原
小
学
校
は
、
県
内
で
二
番
目
に

学
校
運
営
協
議
会
を
設
置
し
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と
な
り
、
節
目

の
10
年
目
を
迎
え
ま
す
。
会
で
は
今

年
度
の
学
校
経
営
・
活
動
に
つ
い
て

確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
地
域
学

校
協
働
本
部
」
へ
と
ギ
ア
ア
ッ
プ
す

べ
く
、
地
域
と
の
連
携
・
協
働
を
一

層
活
性
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス

ク
ー
ル
の
推
進
、

ふ
る
さ
と
郷
土

学
習
を
柱
と
し

た
特
色
あ
る
学

校
づ
く
り
に
つ

い
て
提
案
を
行

い
ま
し
た
。

　

夏
休
み
に
は
、
避
難
所
生
活
模
擬

体
験
、
秋
に
は
「
ふ
る
さ
と
探
検
」

な
ど
地
域
と
学
校
と
が
共
働
し
て
活

動
す
る
事
業
を
は
じ
め
、
３
年
生
以

上
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
、
地

域
学
習
を
取
り
入
れ
、
生
か
す
（
社

会
参
画
）
を
目
指
し
て
、
学
習
に
取

り
組
む
計
画
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

５
月
24
日
、
４
年
ぶ
り
に
参
集
し

て
児
童
総
会
を
行
い
ま
し
た
。
最
高

学
年
の
６
年
生
で
す
ら
、
初
め
て
３

年
生
以
上
が
一
堂
に
会
し
て
の
児
童

総
会
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
多
く
の
質
問
や
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
が
、
参
集
し
た
こ
と
で
、
そ

の
や
り
取
り
を
実
際
に
目
の
当
た
り

に
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
よ
い
児

童
会
に
し
て
い
く
ん
だ
と
い
う
み
ん

な
の
熱
意
を
共
有
し
ま
し
た
。
総
会

で
は
、
次
の
よ
う
に
ス
ロ
ー
ガ
ン
や

重
点
目
標
が

決
ま
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
基

づ
い
て
、
様
々

な
活
動
が
展

開
さ
れ
て
い

き
ま
す
。

 

ス
ロ
ー
ガ
ン

 

『
おお  

ひひ  

ささ  

まま

　

～
笑
顔
広
が
れ

～
笑
顔
広
が
れ  

ほ
た
る
っ
子
～

ほ
た
る
っ
子
～
』

 

重
点
目
標
１

　
「
お・

お
き
な
心
で
ひ・

と
に
優
し
く
」

 

重
点
目
標
２

　
「
さ・

わ
や
か
な
あ
い
さ
つ
」

　

６
月
16
日
、
４
年
生
は
社
会
科
見

学
で
平
瀬
浄
水
場
と
荒
川
ダ
ム
に
行

き
ま
し
た
。
平
瀬
浄
水
場
で
は
、
荒

川
の
水
が
き
れ
い
な
飲
み
水
に
な
る

ま
で
の
浄
水
の
工
程
を
学
び
ま
し

た
。
浄
水
場
の
職
員
の
方
に
順
を

追
っ
て
丁
寧
に
ご
説
明
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

安
全
で
お
い
し
い
飲
み
水
を
つ
く

る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
を
、

実
地
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

５
月
12
・
13
日
、
５
年
生
は
八
ヶ

岳
少
年
自
然
の
家
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。
一
日
目
は
絵
図
ハ
イ
ク
、
野
外

炊
飯
、
ナ
イ
ト
ハ
イ
ク
。
二
日
目
は

冒
険
ハ
イ
ク
で
す
。
計
画
ど
お
り
、

す
べ
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

普
段
の
生
活
で
は
体
験
で
き
な
い

よ
う
な
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

押
原
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の
活

躍
に
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
６
月
15
日
に
は
４
年
ぶ

り
に
「
押
杜
っ
子

を
守
る
会
」
を
実

施
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
地
域

の
方
々
に
見
守

ら
れ
、
子
ど
も
た

ち
は
今
日
も
元
気

い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

本
年
度
第
２
回
目
の
ク
ラ
ブ
活
動

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ

ル
フ
ク
ラ
ブ
は
毎
年
地
域
の
グ
ラ
ウ

ン
ド
ゴ
ル
フ
協
会
の
方
々
に
お
世
話

に
な
っ
て
い
ま
す
。
加
え
て
今
年
度

は
美
術
ク
ラ
ブ
で
押
し
花
を
、
国
際

理
解
ク
ラ
ブ
で
茶
道
を
、
ほ
か
に
も

様
々
な
ク
ラ
ブ
活
動
で
地
域
の
方
に

ご
指
導
い
た
だ

く
予
定
で
す
。

楽
し
い
活
動
に

な
り
そ
う
で
ワ

ク
ワ
ク
の
ク
ラ

ブ
活
動
で
す
。

 

重
点
目
標
３

　
「
ま・

も
ろ
う
生
活
環
境
」

　

６
月
14
日
、
全
校
児
童
が
体
育
館

に
入
り
ま
し
た
。「
歌
声
あ
ふ
れ
る

西
条
小 

～
気
持
ち
を
音
楽
で
表
現

し
よ
う
～
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
ほ

た
る
っ
子
の
つ
ど
い
を
開
催
し
ま
し

た
。
音
楽
委
員
会
の
児
童
が
と
て
も

じ
ょ
う
ず
に
運
営
を
行
い
、
素
晴
ら

し
い
会
と
な
り
ま
し
た
。
全
校
合
唱

で
「
ほ
た
る
」
を
歌
い
、
１
年
生
か

ら
順
に
発
表
を
し
て
い
き
ま
し
た
。

各
学
年
の
学
習
に
沿
っ
た
内
容
で
行

い
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
楽
曲
を

披
露
し
ま
し
た
。
美
し
い
ハ
ー
モ

ニ
ー
を
響
か
せ
た
り
、
思
わ
ず
手
拍

子
を
し
た
く
な
る
演
奏
だ
っ
た
り
、

リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
元
気
い
っ
ぱ
い

に
体
を
使
っ
て
表
現
し
た
り
、
学
年

に
応
じ
た
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
ま

し
た
。

　

本
校
は
以
前
か
ら
音
楽
が
盛
ん
な

学
校
で
し
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
取

組
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

５
月
31
日
か
ら
６
月
２
日
の
三
日

間
、
６
年
生
は
、
鎌
倉
、
国
会
見
学
、

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
行
っ
て
き
ま

し
た
。
時
な
ら
ぬ
台
風
の
影
響
も
あ

り
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
き
な
混

乱
も
な
く
、
行
程
ど
お
り
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
修
学
旅
行
の

テ
ー
マ
は
「
協
力
し
て
、
歴
史
や
友

達
の
こ
と
を
知
り
、
楽
し
い
修
学
旅

行
に
し
よ
う
」
で
し
た
。
一
日
目
は

鎌
倉
班
行
動
、
座
禅
体
験
。
学
習
に

重
き
を
置
い
た
二
日
目
は
、
国
会
・

昭
和
館
・
科
学
博
物
館
の
見
学
。
三

日
目
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
は
思
い

切
り
楽
し
ん
だ
よ
う
で
す
。

　

歴
史
を
知
り
、
学
習
し
、
友
情
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
た
修
学
旅
行
と

な
り
ま
し
た
。

 

大
成
功
だ
っ
た
校
外
学
習

 

第一回
学
校
運
営
協
議
会
で

 

本
年
度
の
学
校
運
営
を
協
議

広
が
れ
！ 

ほ
た
る
っ
子
の
笑
顔

 

４
年
生
校
外
学
習

ク
ラ
ブ
活
動
で
も
地
域
の

皆
さ
ん
に
お
世
話
に
な
り
ま
す

 

６
年
生
修
学
旅
行

押
原
中
学
校

常
永
小
学
校

西
条
小
学
校

響
け
！ 

ほ
た
る
っ
子
の
歌
声

 

５
年
生
林
間
学
校
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